
 　　           　一宮市告示第297号  

　　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条の規定により、職権消除

者送達名簿記載の者の住民票を消除したが、所在が不明のため住民基本台

帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号）第１２条第４項の規定により公示する。

 

　　　　               　　　　　　　一 宮 市 長　  　  中 野　正 康

　

　　　　　　　　　　　　　　　職　権　消　除　者　の　公　示

令和7年6月13日



平成6年1月5日

一宮市大毛字高須賀１２３番地３ 後藤　誠

後藤　誠

職　権　消　除　者　送　達　名　簿

消  除  前  の  住  所 世  帯  主  氏  名

　　　　本   人   氏   名

　　　　生   年   月   日


